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平成29年度の「少年補導委員懇談会」を10月27日から11月8日にかけて市内４会場で開催しました。 

各班から日頃の活動において感じている意見や要望、疑問等を発表していただき、今後の活動のた

めに参考となる有意義な懇談会になりました。 

少年センターでは、今後とも少年補導委員の皆さんの意見等をもとに、効果的な巡回活動ができるよ

うに努めてまいります。 

 

 

平成30年２月発行 

第 2 1 6 号 

盛岡市少年センター 
盛 岡 市 神 明 町 3 - 2 9 

盛岡市保健所庁舎 ４階 
TEL651-4111  内線6424・6425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

もりおかし  

都南会場  10/30 おでって会場  10 /27 

玉山会場   11/7 上田会場  11/8 
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☆ 盛岡城跡公園上部の街灯を点灯してほしい。 

また東屋に人感センサー付き照明を設置してほしい。          

盛岡城跡公園上部の照明について長年懇談会で問題提起されております。これまでも関係所管課

に依頼をしており、担当部署で調査しているところであります。引き続き依頼をしてまいります。 

また、東屋への人感センサー付きの照明設置依頼につきましても、提案してまいります。 

☆ さんさ踊りなど祭事でべスト着用の巡回が有効である。べストを全員に配布できないか。          

さんさ踊りなど祭事での巡回活動では、「べスト着用の有効性」を委員から意見がありました。

また、「現在ある腕章とべストを活用していくのが最善」という意見もありました。 

少年センターでは、現在ある腕章とべストを活用しながら、新たなべストの入手も検討してまい

りたいと思います。 

☆ 冬季巡回期間（12月～3月）を11月～3月からとする改訂について。 

 4会場で改訂の説明をいたしました。1会場で「これまで通り子どもたちと会える時間での巡回で良 

い」という意見がありましたが、改訂案に賛成意見もありました。また、他の3会場では特に反対意 

見がなく、11月からとする改訂案に賛同をいただきました。 

 このことから、来年度から冬季巡回期間を11月～3月としたいと思いますので、ご協力をお願いい 

たします。なお、班で決めて子どもたちと会える時間帯に適宜変えて巡回することも可能です。そ 

の際には、少年センターまでお知らせください。 

☆ 今年度巡回活動に1度も参加していない（連絡無し）補導委員のケースについて。 

懇談会で話題となった「特定の補導委員が巡回活動に参加しない」「欠席の連絡も無い」という件

につきまして、少年センターから該当する補導委員に連絡し、参加・報告を促すとともに、都合が

悪くて欠席する場合は班長まで連絡することをお願いしました。 

また、今後は推薦いただいている関係機関の長に連絡する等の対応を行いますので、参加状況が思

わしくない場合、少年センター（℡603-8005）までお知らせいただきますようお願いします。 

☆ 地区にあるカラオケ店に巡回活動の協力依頼。 

懇談会で「いつも巡回しているカラオケ店の店長から『営業妨害だ。巡回を拒否する。』旨の発言

があった。」という報告があったことから、12月11日専任補導員による環境点検活動の一環として該

当のカラオケ店ほか2店舗を訪問して、少年センター巡回活動の協力をお願いいたしました。 

今後も巡回活動に支障がある事案がありましたなら、少年センターにお知らせください。 

☆ センター集合の巡回時における駐車場について。 

   これまで「保健所には駐車場がありません。近隣 

の駐車場をご利用ください。」とご案内しておりまし 

たが、このたび城南小学校の駐車場を利用できるこ 

ととなりましたので、お知らせいたします。 

 駐車場入口は、桜幼稚園の向い側にございますの 

で、よろしくお願いします。 

懇談会の要望・意見等(抜粋)に対する今後の対応(回答) 
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１ 少年補導委員の任期について 

  現在、盛岡市少年補導委員を委嘱されてます方の任期につきましては、下記のとおり

となります。 

  委嘱期間： 平成28年6月1日 ～ 平成30年5月31日 

  5月末で解嘱となりますが、改めて「関係機関の長」等宛てに「推薦依頼書」と「承

諾書」を新年度4月に送付いたします。 

  現在少年補導委員をされてます方が引き続き少年補導委員を承諾いただくことも可能

です。通算10年間少年補導委員をされた方を対象に、永年勤続表彰を行っております。 

    

盛岡市少年センターの巡回活動にご理解、ご協力いただける方は、引き続き少年補導 

委員を承諾いただきますようお願いいたします。 

 また、人事異動等で解嘱となる方につきましては、任期が5月末までとなっておりま 

すので、5月までの巡回活動にご協力いただきますようお願いいたします。 

人事異動等で少年補導委員に欠員が生じても、代理での巡回はできませんので、ご注 

意いただきますようお願いいたします。 

 

 なお、腕章は少年センターに返却いただくか（おもに民生委員の方）、後任者に引き 

継ぐか（おもに学校関係者の方）、少年センターに問い合わせるか（電話603-8005）し 

ていただきますようお願いたします。 

 

  ２ 届出事項変更について 

振込口座番号、氏名、住所、電話番号等に変更のある方は手続きが必要になりますの

で、少年センターまで連絡をお願いします。（電話０１９-６０３-８００５） 

   ・ 届出事項に変更のある方・・・・・・・・・・・「届出事項変更届」 

（振込口座番号、氏名、住所、電話番号等） 

   少年センターから「届出事項変更届」を送付いたします。 

  

３ マイナンバー届出書について 
   個人番号（マイナンバー）届出書は、既に提出いただいております方につきましては 

 提出の必要はございません。新たに補導委員となられる方、まだ個人番号（マイナンバ 

ー）の受理が出来ていない方につきまして、提出が必要となります。 

 該当する方には、新年度に送付いたします平成30年度盛岡市少年補導委員委嘱状交付 

式のご案内とともに個人番号（マイナンバー）届出書を送付いたしますので、よろしく 

お願いいたします。 

センターからのお知らせ 
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不健全 喫煙 怠学 その他 カラオケ ゲーセン 公園 路上 その他

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

男 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 18 19

女 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 17 21

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5

男 3 0 3 0 0 1 2 0 0 0 4 3

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

男 4 0 4 0 0 4 0 0 0 0 8 8

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6

男 6 7 0 0 11 2 0 0 0 ▲ 1

女 6 0 0 0 6 0 0 0 0 ▲ 12

計 12 7 0 0 17 2 0 0 0 ▲ 13

有職・無職 4

13 40

6 26

中学生 0

19 66

専門学校生 0 11

大学生 3 7

3

高校生 12 35

　　　　　　　                                               平成29年12月31日現在

区分 性別 補導人員
行　　為　　別 場　　所　　別

29年度累計
28年度

4月～12月
増減

7 ▲ 4

40 ▲ 5

13 ▲ 2

79

注：▲は減少を示す

5 2

14 ▲ 4

41

38

10

計

✰ 1月15日（月曜日） 合同巡回 

 31班（乙部） 大通 18:00～19:35 

  降雪のため人通りは閑散としていて、制

服高校生の姿は数人でした。 

カラオケ室内で不健全性的行為をしてい

た17歳高校生カップルを補導し、注意・指

導した。  

少 年 セ ン タ ー 補 導 状 況   ≪10月～１2月≫ 

少年センターでは、スマートフォン・インターネットの利便性や危険性について、子どもに

持たせる前のルール作りを中心とした「ネット社会に生きる子どもたちを守る出前講座」を実

施しています。今年度は、ことりさわ学園・三本柳自治公民館で実施し、「子どもたちを守る

ためには、ＳＮＳの危険性について保護者の勉強も必要だ」という声を多くいただきました。 

学校やＰＴＡ、子ども会のほか大人向けなどご要望に応じて対応いたします。 

情報機器の安全な使い方について学習してみませんか！ 

 

お申し込みは、盛岡市中央公民館 ☎019-654-5366 までお願いします。 

✰ 12月26日（火曜日） 街頭巡回 

センター職員 盛岡駅 10:00～12:00 

 冬季休業中でゲームセンターでは私服の若

者を多く見かけた。カラオケ室内のテーブル

にライターがあったので入室。大学生が喫煙

を認めたので補導注意した。また中学生だけ

でのカラオケ利用で声かけ指導した。 


